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       令和４年１０月２５日 

県土整備部技術管理課 

０４３－２２３－３１１１ 

 

『建設現場の遠隔臨場』の試行について 
 

県では、建設現場における受発注者の業務効率化や新型コロナウイルス

感染症拡大防止の観点から、ウェアラブルカメラとＷｅｂ会議システム等を

使用して「段階確認」、「材料確認」及び「立会」を行う『遠隔臨場』を試行

します。 

本試行により、受発注者の「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類

の簡素化」や、「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」等を目指します。 

 

１ 対象工事 

県土整備部が発注する工事（営繕工事を除く）のうち、「段階確認、材料

確認又は立会を映像確認できる工種」及び「本試行を実施可能な通信環境

を確保できる現場」とする。 

 

２ 実施方法 

（１）対象工事のうち、各出先機関は留意事項※を踏まえ、工事を２件

程度選定し、当初設計で発注者指定型として発注する。 

（２）対象工事のうち、各出先機関で選定していない工事において、

受注者が遠隔臨場を希望する場合は、契約後発注者と協議の上、

発注者指定型とする。 

（３）対象工事に該当しない工事において、受注者から遠隔臨場の   

実施希望があった場合は、試行することも可とする。 

    

※留意事項[遠隔臨場の効果が期待できる工事例] 

・構造物等の立会頻度が多い工事 

・施工現場が遠隔地等であり、立会等を実施するにあたり、発注者が施工現  

場との往復に多くの時間を要する工事（概ね 30 分以上要するもの） 

・施工時に新型コロナ感染対策として、人と人との接触を減らすように求め

られる工事（閉鎖空間で作業するもの） 

 

３ 費用負担 

発注者指定型の試行にかかる費用については、技術管理費に積上

げ計上し、設計変更する。 
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なお、対象工事に該当しない工事において、受注者の希望により

遠隔臨場を行うものについては、試行にかかる費用の全額を受注者

の負担とする。 

 

４ 適用 

  対象工事については特記仕様書に記載する。 

  なお、既に契約した工事についても、２実施方法（２）、（３）の対

象とする。 


